
                      
 

第４節 特に排出量の多い事業者に期待される事項 
 
 温室効果ガスの総排出量が相当程度多い事業者にあっては、温室効果ガスの
種別、発生源及び排出抑制対策の態様も多様であることを踏まえて効果的な
対策を推進するため、単独に又は共同して、排出抑制等のための措置に関す
る定量的な目標を含む計画を策定することが期待される。 
 
計画の内容については、事業者の自主性に委ねられるものの、創意工夫を
凝らした最善の努力を目指したものとするため、次の諸点に留意することが
期待される。 
 
○ 具体的な努力の対象として、エネルギー消費原単位や二酸化炭素排出原単位の

改善を進めることを通じて排出量の抑制を行うとともに、実績の分析を行うこ

と。 

○ 業種ごとの特性を踏まえながら原単位の国際比較を行うこと。 

○ 温室効果ガスの排出の少ない製品の開発、廃棄物の減量化等、他の主体の温室

効果ガスの排出の抑制等に寄与するための措置についても可能な範囲で計画

に盛り込むとともに、業務その他・家庭・運輸部門など他部門の排出抑制に寄

与する効果について、定量的な評価を行うこと。 

○ 計画を策定した事業者は、当該計画を公表するとともに、当該計画に基づき講

じた措置の実施状況についても公表するよう努めること。 

○ 政府の関係審議会や第三者機関による客観的な評価を受けるなどして、計画の

透明性、信頼性が向上するよう努めることとし、そうした評価を踏まえ、計画

遂行の蓋然性向上に向けて取り組むよう努めること 
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第４章 地球温暖化対策を持続的に推進するために 

 

第１節 排出量・吸収量と個々の対策の評価方法 

 

１．基本的考え方 

 
本計画の実効性を確保し、京都議定書の６％削減約束を確実に達成してい
くためには、温室効果ガス別その他の区分ごとの目標の達成状況、個別の対
策・施策の進捗状況について、各種データの整備・収集を図りつつ、適正に
透明性をもって事後評価し、柔軟に対策・施策の見直しまたは追加を行うこ
とが不可欠である。 
 
また、個別の対策・施策が効果をあげるためには、政府の施策だけでなく、そ

の対策に関わる各主体が積極的な取組を行うことが不可欠であり、そうした取組

を促していく観点から、本計画に掲げた対策毎に関連する各主体の取組の状況に

ついて事後評価していくことが必要である。 

 

このため、地球温暖化対策推進本部は、毎年、個々の対策について政府が講じ

た施策の進捗状況等を、対策毎に設定する対策評価指標も参考にしつつ点検する

ことにより、必要に応じ施策の強化を図る。 

 

また、2007 年度に、本計画の定量的な評価・見直しを行い、第１約束期間にお

いて必要な対策・施策を2008年度から講じるものとする。 

  毎年の点検、2007年度の定量的な評価・見直しに際しては、「地球温暖化問題へ

の国内対策に関する関係審議会合同会議」において委員の意見を聴取する。 

  なお、社会経済システムの変革につながる対策・施策等、現時点で対策評価指

標等の評価方法に必ずしも十分に確立していない分野については、適切な評価方

法を早期に確立する。 

 

 

２．定量的評価・見直し方法の概略 
 
（１） 温室効果ガス別その他の区分ごとの目標に関する評価方法 
 
1) 温室効果ガス排出量の目標に関する評価方法 
 
温室効果ガスの排出量は、原則、世帯数や床面積などの「活動量」と、「活
動量あたりの温室効果ガス排出量」の積として要因分解される。 
2007年度の本計画の評価においては、排出量・吸収量見通しを、活動量と活
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動量あたりの温室効果ガス排出量の要因に分解して評価することとする。 
 
この評価結果に基づき、京都議定書の６％削減約束を確実に達成するため、
必要に応じて、温室効果ガス別その他の区分ごとの目標、個々の対策、当該
対策についての対策評価指標、排出削減見込み量、各主体の役割及び対策を
推進するための施策等を総合的に見直すものとする。 
 

ｉ）エネルギー起源二酸化炭素の排出量見通し 
エネルギー起源二酸化炭素の排出量見通しは、 
①鉱工業生産指数、世帯数、床面積、輸送量等の「活動量」、 
②自動車の燃費性能等の「単位活動量あたりのエネルギー消費量」、 
③ガソリン、石炭、電力等の「エネルギー種類ごとの単位エネルギー消費
当たりの二酸化炭素排出量」 

という３つの要因に分解される。排出量見通しの評価にあたっては、こうし
た点を踏まえ、本計画策定時から2007年度の評価・見直し時点にいたる我が
国の経済情勢の推移やその影響、対策効果の積算の前提として用いた各種指
標の実績値の推移、需要側・供給側における各対策の進捗状況や効果等を勘
案し、総合的に行うものとする。 
  

ii)代替フロン等３ガスの排出量見通し 
代替フロン等３ガスは、オゾン層破壊物質の転換先であり、また、多種多
様な産業・家庭・業務その他・運輸分野で幅広く使用されているところ、そ
の排出量見通しの評価については、活動量の推計に加え、オゾン層保護対策
の進捗状況、産業界の自主行動計画に基づく排出量実績や動向、代替物質や
代替技術の開発状況、用途別の原単位や回収率等の改善効果を踏まえて行う
ものとする。 
 
iii)非エネルギー起源二酸化炭素、メタン及び一酸化二窒素の排出量見通し 
工業過程部門については、排出区分ごとに、製品製造量、原料消費量等の
想定に基づいて排出量を推計する。廃棄物部門については、関連施策を踏ま
えて、廃棄物の種類ごとの将来の埋立量、焼却量等を推計し、これに排出係
数を乗じて算定する。 
以上の他、燃料の消費量、家畜飼養頭数、水田面積等を踏まえて、非エネル
ギー起源二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素に分けて、将来の排出量を推計
し、排出量見通しを評価する。 
 
2) 吸収源の活用の評価方法 
 
京都議定書において算定の対象となる第１約束期間における吸収量につい
て、評価を行う年までの育成林、天然生林、保安林等の区分ごとの森林面積、
各種森林施業の面積、公共公益施設等における高木植栽面積等のトレンドや、
吸収量に関する最新の科学的知見を基に推計し、評価する。 
 
3) 京都メカニズムの推進・活用に関する評価方法 
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京都メカニズムを推進・活用するための国内・国際面での基盤の整備の状
況やプロジェクトの案件形成の状況、政府口座に移転が予定されている、あ
るいは、移転されている京都メカニズムクレジットの量、政府内及び政府関
係機関の体制整備の状況、民間事業者等による京都メカニズムの活用に向け
た環境整備の状況等により評価を行う。 
 
 
（２） 温室効果ガスの排出削減、吸収等に関する対策の評価方法 
  
本計画において講ずることとしている温室効果ガスの排出の抑制等に関す
る各種対策については、対策ごとに評価の対象とする指標を定めることとし、
本評価時には、当該指標に基づいて評価することを徹底していくこととする。 
また、個別の対策が効果をあげるためには、政府の施策だけでなく、その
対策に関わる各主体が積極的な取組を行うことが不可欠であり、そうした取
組を促していく観点から、本計画に掲げた対策ごとに関連する主体の取組の
状況について可能な限り定量的に把握する。 
対策による温室効果ガス排出削減量見込み量（二酸化炭素換算）について
は、本計画策定時点での積算の前提を明らかにすることにより、事後的な検
証を可能としておく。 
対策ごとの評価指標等については、別表１～５のとおり。 
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第２節 国民の努力と技術開発の評価方法 
 

１．国民の努力の評価方法 

 
 ライフスタイルやワークスタイルの変革等の国民一人ひとりの努力は、地
球温暖化対策効果を発現させるための原動力である。 
  国民の努力による排出削減効果については、結果としてエネルギー起源二
酸化炭素の排出削減効果の一部として現れてくるものであり、省エネ機器の
普及等定量的評価が可能なものについては、他の省ＣＯ２対策と同様、適切な
対策評価指標等を活用しつつ推進状況を点検することとする。 
一方、国民運動・普及啓発・教育活動を通じた国民のライフスタイル・ワ
ークスタイルの変革、エコドライブの実践等人間の行動や物の使い方に関す
る取組については、モニタリングの技術的困難性等から独立して効果を評価
することが困難であるため、省ＣＯ２対策の中で一体的にその効果を見ていく
こととするが、取組の継続性・連続性を確保しつつ、ＰＤＣＡサイクルによ
る施策の強化につなげるためにも、アンケート調査、温暖化対策診断、国民
の行動の目安の活用等を通じ、地球温暖化対策の重要性や国民一人ひとりの
取組に関する理解度や実践度等の把握によって、可能な限り関連施策の定量
的な評価を実施する。 

 
 

２．技術開発の評価方法 

 省エネ技術等の環境・エネルギー技術の研究開発の効果は温室効果ガス排
出削減対策の中で、他の施策の効果とともに具現化されるものと考えられる。 
 このため、より適切な施策の評価を実施していく観点から、環境・エネル
ギー技術の研究開発の強化による効果については、独立して定量的に評価す
るのではなく、温室効果ガス排出削減対策の中で一体的にその効果を見てい
くこととするが、引き続き、個々の技術ごとの目標となる指標を明確にし、
それに基づくＰＤＣＡを実施するなど適切なフォローアップを実施する。 
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第３節 推進体制の整備 
 
 各主体が継続的に対策・施策を進め、脱温暖化社会を実現するために、体
系的な推進体制を整備することが重要である。 
 
 政府においては、内閣総理大臣を本部長とし、全閣僚をメンバーとする「地
球温暖化対策推進本部」、各省の局長級の会議である「地球温暖化対策推進
本部幹事会」を中心に、課題に応じて柔軟にワーキンググループを設置し、
関係府省が緊密に連携して取り組むこととする。 
 
 都市における対策に関しては、「地球温暖化対策推進本部」と「都市再生本部」
との連携を図ることとし、都市再生プロジェクトの決定を踏まえ、関係府省のワー
キンググループにおいて、都市再生事業を通じた地球温暖化対策を連携して推進す
る。 
 
地域においては、関係府省が協力して地球温暖化対策の地域における取り
組みをバックアップするため、地方公共団体等と連携しつつ、「地域エネル
ギー・温暖化対策推進会議」を各地域ブロックごとに設置する。 
地域エネルギー・温暖化対策推進会議のメンバーは、国の地方支分部局、
都道府県を中心とする域内の地方公共団体に加え、エネルギー関係者、経済
団体、消費者、都道府県地球温暖化防止活動推進センター、ＮＧＯなどを念
頭に置いて、地域ごとに適正規模で構成する。また、地球温暖化対策地域協
議会、地域バイオマス協議会などとも連携する。 
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